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日本医師会医賠責特約保険被保険者証の電話番号表示誤りについて（お詫び） 

 

日医医賠責保険の運営および日医医賠責特約保険の事務に関しましては、平

素多大なご尽力を賜り厚く御礼申しあげます。 

さて、日医医賠責特約保険は 7 月 1 日から加入更新となり、自動継続および

新規加入会員の皆様に日医医賠責特約保険被保険者証を 8 月 1 日より順次発送

いたしましたが、システム上の不具合により会員の電話番号表示が誤って印字

（加入者番号に市内局番が印字）されていることが判明いたしました。会員およ

び都道府県医師会・郡市区医師会の皆様には多大なるご迷惑をおかけしました

ことを深くお詫び申し上げます。 

登録データ上は正しく、8 月下旬から 9 月上旬に対象となる会員全員に対して

電話番号を修正した被保険者証をお詫び状を同封のうえ再送付させていただき

ます（※）。会員からの照会がございましたら、被保険者証を再送付する旨お伝

えいただければ幸いです。 

取り急ぎお詫びと対応についてご連絡させていただきます。お忙しい中大変

恐縮ですがよろしくお願いいたします。 

※再送付対象および表示される情報については別紙のとおり 

  



別紙 

被保険者証の再送付手続きについて 

 

送付しています日医医賠責特約保険被保険者証は令和 6 年 6 月末現在の加入

情報に基づいて作成されています。7 月以降、加入内容の変更手続を随時受け付

けていますので、被保険者証の送付にあたっては以下のとおりとさせていただ

きます。 

(1) 8 月９日までに変更・脱退手続きがない場合 

7 月 1 日現在の加入情報で再送付いたします。 

(2) 8 月 9 日までに変更手続きを行った場合 

変更内容を反映して送付いたします。 

(3) 8 月 9 日までに 7 月 1 日付脱退手続きを行った場合 

脱退となっているため再送付は行いません。 

(4) 8 月 1 日付脱退手続きを行った場合 

1 か月間の補償があるため 7 月 1 日現在の加入情報で再送付いたします。 

(5) 会員電話番号の表示がない場合 

変更がない場合、再送付は行いません。 

※ 変更手続きが 8 月 10 日以降となった場合は、変更前の被保険者証が再送付され、

変更後の被保険者証は 9 月下旬に送付されます。また、脱退手続きが 8 月 10 日以

降となった場合は、変更前の被保険者証が再送付されますのでご了解ください。 


